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広報戦略策定アドバイザー × 総務部秘書広報課 

 

１．目的 

「伝える広報」から「伝わる・つながる広報へ」の変革を職員が理解し、全庁的

な広報戦略を推進していくため、職員の指針となる「伊賀市広報戦略指針」を策

定するにあたり、専門的知見を有するアドバイザーから助言を得ることを目的と

しました。 

 

２．個別プロジェクトの概要と実績（成果） 

第２期（広聴広報マーケティング）アドバイザーを活用したことで、「伝える

広報」から「伝わる広報」とするため現状分析や課題の洗い出しを進めることが

できました。第３期では、令和３年度に行った伊賀市広報アンケートや総務省の

「令和４年通信利用動向調査」の結果や広報戦略アドバイザーが所属する日本広

報学会おける「広報の定義と解説」（2023 年）の考えを取り入れ、現状と課題、

そして情報発信のあり方やめざす姿を整理しました。 

また、情報発信の主体となる広報活動だけでなく、受け手となるステークホル

ダーや市民からの意見を取り入れ、市民参画を促す双方向コミュニケーション型

の広報活動を活発化させることで、市民の意識や行動変容が期待できることなど

を議論しました。 

めざす姿に向けて次の３つの基本戦略を掲げ、強化に向けた具体的な施策と具

体的な取組みを提示しました。 

 

 

 

上記の３つの基本戦略について、それぞれの具体的な施策をアクションプラン

として広報担当課が実施すべきことと広報リーダー・サブリーダーはじめ全職員

が実施すべきことを役割別に記載しました。特にメディアの特性とその活用方法

については、アドバイザーからの助言を受けて記載しました。 

 また、下記のプッシュメディアとプルメディア、そして PESO メディアについて

も、さまざまなツールが存在する中で、職員がそれらの特性を理解し、意図的に

選択して活用する必要があるとの意見をいただき、それを記載しました。 

基本戦略１ 市民に伝わり、つながる広報 ～市民とのコミュニケーションの強化

～ 
基本戦略２ 市民にも全国にもつながる広報～情報発信力の強化～ 

基本戦略３ 職員がつなぐ広報～戦略の実行を支える体制等の強化～ 
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プッシュメディアとプルメディア（伊賀市広報戦略 P33 抜粋） 

プッシュメディア 
関心のあるなしに関わらず、情報を届けられる媒体 

例：広報紙、テレビ、SNS など 
 

プルメディア 
情報の受け手が自ら情報を取りに行く媒体 

例：ホームページ 

 

ＰＥＳＯ（ペソ）メディア（伊賀市広報戦略 P34 抜粋） 

ａｉｄ Ｍｅｄｉａ   

（ペイドメディア）    
外部へ有料で依頼するメディアの総称で、プ

ッシュ型の発信や優良なクリエイターによる発
信が行われた場合に、幅広い層への情報やサー
ビスの伝達が可能となります。一方で、発信側
の「広告」のため、情報が一方通行になりがち
です。また、コストがかかります。 

 
媒体例：インターネット広告、テレビ・ラジ

オ・新聞・雑誌広告、折り込みチラシ 
 

ａｒｎｅｄ Ｍｅｄｉａ 

（アーンドメディア） 
テレビ・新聞などの拡散力のあるメディア
で、第三者による発信のため公平な情報と
みなされる傾向があります。一方で発信内
容は各社の報道方針に沿って行われるた
め、発信側が伝えたい内容がそのまま報道
される訳ではありません。     
 
媒体例：テレビ、新聞 （Ｗｅｂ含む。） 

ｗｎｅｄ Ｍｅｄｉａ 

（オウンドメディア） 
組織のメッセージをそのまま発信できる一方
で、情報範囲は組織の持つツールの発信力の
範囲にとどまります。また、発信側の見解の
ため、そのまま鵜呑みにされないこともあり
ます。      
 
媒体例：広報紙、行政情報番組、公式ホーム

ページ、プレスリリース 

ｈａｒｅｄ Ｍｅｄｉａ 

（シェアドメディア） 
ＳＮＳに特化したメディアで、ユーザー同
士が情報をシェアすることで広がります。
また、広がり方により、とめどなく広がる
特徴もあります。 
一方、拡散させる工夫が必要です。 

 
媒体例：ＳＮＳ（ＬＩＮＥ､Ｉｎｓｔａｇｒａ

ｍ､Ｆａｃｅｂｏｏｋ､Ｘなど)、クチコ
ミサイト、レビューサイト 

 

これまで市の情報発信は、「説明責任としての広報」と「前時代的な発信スタ

イル」でしたが、情報のデジタル化やツールの普及など社会環境の変化に合わせ

る必要があります。従来型の自治体広報（＝お知らせ広報）では、本当の意味で

の PR（＝広報）を実現しているとは言えませんでした。そこで、岩澤アドバイザ

ーの民間の知見を生かした視点や助言を参考に、情報がより伝わり市民が参画し

たくなる情報発信と双方向コミュニケーションについて、議論を深めることがで

きました。 

・多様化するメディアの特性や機能を近年におけるＳＮＳ等の新しいメディアの台頭

に対応する PESO メディアで分類します。 

・それぞれのメディアの強みと弱み、発信のタイミングや施策の内容により、必要な

メディアの選択や、情報の流れを全体的に見て判断し、構築していきます。 
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市が発信した情報を受け取った相手に「何をしてほしいのか」「どうなってほ

しいのか」という明確な目標を持ったうえで行う「戦略的広報」を推進します。  

また、職員一人ひとりが各メディアの特性を理解し、主体的に計画的・連動的

な発信を心がけ、ＳＮＳやホームページなどデジタル媒体を活用して、ターゲッ

トに届く発信や情報を受け取った相手との双方向コミュニケーションを深めてい

くことができるエンゲージメント広報をめざします。 

伊賀市広報戦略指針を策定するにあたり、日本広報学会おける「広報の定義と

解説」（2023 年）の定義を引用することで、「広報」には従来からの情報を伝達

の役割に加えて、人事機能や財政機能などと並ぶ経営機能の一つであることを確

認することができました。 

 

 

３．今後の展開 

理想的な状況は、職員一人ひとりが広報戦略を理解し、市民に「伝わる広報」

を意識することで「つながる広報」へと変化し、双方向コミュニケーションがう

まく機能することです。この目標を明確にするために、「伊賀市広報戦略指針」

を策定し、全庁的な共通認識を形成するために、広報マニュアルの作成や広報研

修の実施を行います。 

また、岩澤アドバイザーには講師として協力いただき、広報戦略のねらいと広

報マインドについて、職員向けの研修を実施します。 

さらに、広報活動の結果を検証し、改善を行いながら、定期的に見直しを行っ

ていきます。 
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こどもの育ち・家庭内保育アドバイザー  

× 健康福祉部こども未来課・子育て支援室・健康推進課 

 

１．目的 

１歳６ヵ月児健診などで約６割の児童が要経過観察となっている現状をふまえ、

発達に課題を持つ児童を支援するため、市が持つ各種データを分析し、課題を明

確にします。また、現行施策の見直しや家庭内保育のあり方等に助言を受けるこ

とで、こどもの育ちに寄与する新たな取組みにつなげることを目的としました。 

 

２．個別プロジェクトの概要と実績（成果） 

（概要） 

・５歳児発達相談、３歳児健康診査、１歳６ヵ月児健診の個別データ及び国や県

が保有する各種データ等を分析し、実施方法、フォロー体制などにおける課題

を提起されました。また、要経過観察児が多い原因について仮説を提示されま

した。資料１ 

・主に保健師業務全般を見直し、事務を簡素化していく手法の提案があり、その

効果について検証を行いました。資料２ 

・からだ育て事業「にんにんタイム」を検証するため、既存の優良事例を学び、

家庭内保育向上のための問題提起を受けました。資料３ 

（成果） 

・伊賀市が抱える小児科医不足が問題の根本であることが明確となりました。資料４ 

・健診業務が基準以上に丁寧に実施されていることが検証されましたが、一部改

善を要する項目が明確となり、実行が必要であることが分かりました。要経過

観察率が高いことが課題ではなく、その後のフォロー体制に課題があると言え

ます。 

・持続可能な専門職を担保するためには、アプリやタブレット導入など抜本的な

ＤＸ化が不可欠であることが分かりました。 

 

３．今後の展開 

・提案のあったアプリ等を活用して事務の簡素化を検討します。それに伴い、市

民の利便性を向上して情報を得やすくするとともに、出産から 18 歳までの児童

期を途切れなくサポートする体制を構築していきます。 
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・からだ育て事業の推進体制を見直し、保護者を含めてからだ作りの習慣を獲得

できるような施策展開を図ります。 

 資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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資料３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


